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新設 

 

 

本特約と会員規約の内容が相違する場合に

は、本特約が優先して適用されるものとします。 
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新設 第４条（ロイヤルプレミアムカード会員資格の

取消） 

 

 

- - 4 1 

新設 会員が会員規約第 16 条第１項各号のいず

れかに該当した、もしくは該当するおそれがあると

当社が認めた場合には、当社は、何らの通知、

催告を要せずして、ロイヤルプレミアムカード会員

資格を取り消すことができるものとします。 
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新設 本条第１項によりロイヤルプレミアムカード会員

資格を取り消された会員は、当社が特に認めた

場合を除き、将来にわたってロイヤルプレミアムカ

ードへの入会の招待を受けることができないもの

とします。 
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新設 本条第１項によりロイヤルプレミアムカード会員

資格を取り消された場合、これによって会員にい

かなる損失、損害または諸費用が発生しても、

当社は一切責任を負わないものとします。 
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新設 第５条（特約の改定） 

当社は、社会情勢・経済状況の変動もしくは法

令の改廃に対応するため、または当社の業務も

しくはシステムを変更するため、その他の必要が

あるときには、民法に定めるところに従い、あらか

じめ、本特約を変更する旨、変更内容およびそ

の効力発生時期を当社ウェブサイトに公表する

方法その他の相当な方法によって会員に周知

することにより、本特約を変更することができま

す。 


